
 

 

令和８年度豊橋市建築行政 DX 推進業務プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の概要 

 （１）業 務 名   令和８年度豊橋市建築行政 DX推進業務（以下、「本業務」という。） 

（２）業務内容   別紙「令和８年度豊橋市建築行政 DX推進業務 仕様書」（以下、「仕様書」）

のとおり 

（３）業務期間   契約締結日から令和９年３月 19日（金）まで 

          豊橋市及び受託者の合意により、次年度に予定している委託業務を随意契約 

できるものとする。 

 

 （４）令和８年度業務契約上限金額 金 ３５，４００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    ※本業務は、全て社会資本整備総合交付金（住宅・建築物アスベスト改修事業）対象事業と 
して、実施する。 

 

２ プロポーザルに参加する者に必要な資格並びに業務実施上の条件 

プロポーザルの提案資格は、プロポーザル参加意向申出書の提出日現在において次の各号に掲げ

る要件をすべて満たすこととする。 

 ア 令和８・９年度豊橋市入札参加資格者名簿（物品等）の大分類：「役務の提供等」、中分類：

「コンピュータサービス」、小分類：「データ処理」について登録されていること。 
 イ 愛知県内に、支店又は営業所を有すること。 

ウ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の 4第 1 項の規定に該当する者でな

いこと。  

エ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者特定までの間に「豊橋市工事請負契約等に係る

指名停止措置要領」による指名停止の期間がないこと。  

オ 本プロポーザルの公告の日から契約候補者特定までの間に「豊橋市が行う事務又は事業か

らの暴力団排除に関する合意書」（平成 26 年 3 月 26 日付け豊橋市長・愛知県豊橋警察署長

締結）に基づく排除処置を受けていないこと。 

カ 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立てがなさ

れていない者及び民事再生法（平成 11年法律第 225 号）第 21 条に基づき再生手続開始の申

立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は

民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行

い、認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった

者とみなす。 

キ 過去 10 年間（平成 28 年４月１日から令和８年３月 31 日まで）において、元請けとして

地方公共団体が発注する本業務と同等以上の業務を受託した実績を有する者であること。 

ク キの業務に携わった実績を有する者を管理技術者若しくは担当技術者で配置できること。 

ケ 管理技術者若しくは担当技術者に一級建築士の資格を有する者を配置できること。 

コ 第三者機関の審査によるセキュリティ基準の認定として ISMS（情報セキュリティマネジ

メントシステム）及び JISQ 15001（プライバシーマーク）を取得していること。 



 

 

３ 担当部局 

〒４４０－８５０１ 

愛知県豊橋市今橋町１ 豊橋市建設部建築指導課 

電 話：０５３２－５１－２５８８ 

ファックス：０５３２－５６－３８１５ 

電子メールアドレス：kenchikushido@city.toyohashi.lg.jp 

 

４ 参加意向申出書の作成要領 

（１）参加意向申出書の様式 

 参加意向申出書の様式は（様式１）に示すとおりとする。 

 （２）参加意向申出書の作成及び記載上の留意事項 

応募者の会社概要（様式１－１）並びに応募者における過去 10年間（平成 28 年４月１日か

ら令和８年３月 31 日まで）において、元請けとして地方公共団体が発注する本業務と同等以

上の業務の受注実績（企業の本店、支店、営業所等を含む業務を受注し、完了した実績につい

てそれぞれ３件まで）を業務実績表（様式１－２）に記載すること。また、配置を予定してい

る管理技術者等の経歴について、経歴書（様式１－３）を記載すること。 

   なお、本業務と同等の業務として扱う内容は、建築確認申請台帳の電子化のために、建築確認

に関する台帳や建築計画概要書のスキャニング若しくはパンチング作業を行っているものと

する。 

 

５ 参加意向申出書の提出及び提出期限 

 （１）提出書類等 

   ア プロポーザル参加意向申出書（様式１） 

   イ ４（２）において必要とする添付書類 

 （２）提出部数 

    各１部 ※提出書類は全てＡ４サイズ 縦 左綴（２穴）ファイリングにより提出すること。 

 （３）提出先 

    ３ 担当部局と同じ 

 （４）提出方法 

持参（土・日曜日、祝日を除く毎日８時 30分から 17 時まで）又は郵送（書留郵便に限る）

とする。 

 （５）提出期限 

    令和８年５月 15日（金） 午後５時必着 

  ※必要な書類は、豊橋市建設部建築指導課ホームページの提出様式類からダウンロードして確認

すること。提案書の提出をもって、本実施要領の記載内容及び条件を承諾したものとみなす。 

 

６ 参加意向申出に関する質問 

  参加意向申出書の提出に関する質問の受付及び回答については、次による。 

（１） 質問先  

mailto:kenchikushido@city.toyohashi.lg.jp


 

３ 担当部局と同じ 

（２） 質問期間 

    令和８年４月 24 日（金）～令和８年５月８日（金）午後５時まで 

（３） 質問方法 

質問書（様式２）に必要事項を記載し、電子メールにより提出すること。 

回答 令和８年５月 13日（水） 

質問回答書（様式２－２）により本市ホームページ上に掲載するので、質問の有無に関わら

ず確認のこと。 

 

７ 提案書の提出を要請する者の確認 

提案資格の有無を確認後、「提案資格確認結果通知書（様式３）」により、提案書等の提出につい

て通知する。 

  ※令和８年５月 20日（水）発送予定 

 

８ 提案書の作成及び記載上の留意事項 

 （１）提案書作成上の基本事項 

プロポーザルは業務における取組み方針について提案を求めるものであり、当該業務内容に

ついての文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図の使用は可能である。業

務に係る作業は、豊橋市との契約後に、提案書に記載された内容を反映しつつ、仕様書及び豊

橋市が提示する資料に基づいて、協議のうえ開始することとする。 

（２）提案書記載上の留意事項 

ア 提案は、文章での表現を原則とし、基本的な考え方を簡潔に記述すること。 

イ 提案書に提案者を特定することができる内容の記述（社名等）を記述しないこと。 

ウ 提案書は、定められた様式に従い記載し提出すること。書類サイズはＡ4 版とし、使用す

る文字の大きさは 10.5 ポイント以上とするが、図表等では他のポイントを使用してもよ

い。 

 

９ 提案書の作成要領 

提案書の様式は次に示すとおりとする。 

（１）業務の実施体制、実施方針及び実施方法等を記述する。 

  ア 提案書の提出について（様式４） 

  イ 業務実施方針（様式４－１） 

ウ 業務実施体制（様式４－２） 

エ 予定技術者の経歴等（様式４－３） 

オ テーマに対する技術提案（任意様式、但し１テーマＡ４サイズ片面４枚まで） 

カ 業務実施スケジュール（様式５） 

 （２）（１）のオについて、テーマに対する技術提案は、「令和 9 年度豊橋市建築行政 DX 推進業務

（仮称）参考仕様書」及び「建築行政 DX の方向性」も加味した上で、次の視点から記述する。

（任意様式） 

   また、テーマ３については、令和９年度業務の参考見積金額を算出し、活用を想定している交



 

付金及び一般財源等の内訳が分かるように提示すること。なお、交付金の獲得、市の財政負担

軽減を最優先とし、令和９年度業務を複数年に分ける提案も可とする。（その際は複数年の参

考見積金額を提示すること。） 

 

【テーマ１】 

建築確認台帳の一元化及びアスベスト調査台帳整備について 

【テーマ２】 

    オンライン申請等も視野に入れた窓口業務の効率化及び市民サービス向上策について 

 【テーマ３】 

    国の交付金及び補助金等を活用した市の財政負担の軽減について 

    

（３）提案書の無効 

提案書について、この要領及び所定の様式に示された条件に適合しない場合は、提案を無効と

することがある。 

 

１０ 提案書等の提出方法 

 （１）提出書類及び部数 

  ア 技術提案書（様式４） 正本１部、副本５部 

正本、副本ともにＡ４サイズ・縦長・左綴（２穴）ファイリングにより提出すること。ま

た、目次・インデックス等を添付し、提出書類ごとに検索し易いようまとめること。 

  イ 見積書及び見積内訳書（様式は任意、消費税込みの金額。）各１部 

（２）提出先 

    ３ 担当部局と同じ 

 （３）提出方法 

持参（土・日曜日、祝日を除く毎日８時 30分から 17 時まで）又は郵送（書留郵便に限る）

とする。 

（４）提出期限 

    令和８年６月８日（月） 午後５時必着 

提出期限後に到着した提案書は無効とする。 

 

１１ 提出された提案書等の取扱い 

（１）提案書等の著作権は提案者に帰属する。なお、本プロポーザルの契約候補者特定結果に関す

る公表その他市が必要と認めるときは、市は契約候補者として特定された事業者の提案書等の

全部または一部を無償で使用できるものとする。 

（２）本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、「豊橋市情報公開条例（平成8年豊橋市

条例第2号）」に基づき、同条例第12条第1項または第2項による意見書提出の提案及び提出書類

を公開する場合があるものとする。 

（３）提出された提案書等は、本プロポーザルにおける契約候補者の選定以外の目的では使用しな

い。 

（４）提出された提案書等は、返却しない。 



 

（５）提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の

対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負う。 

 

１２ 実施要領、仕様書等に対する質問及び回答 

（１）質問書（様式２）に必要事項を記載し、電子メールにより提出すること。 

（２）質問の受付場所 

３ 担当部局と同じ 

（３）質問の受付期間 

 令和８年５月 27日（水）午後５時まで 

（４） 回答 令和８年６月２日（火） 

質問回答書（様式２－２）により本市ホームページ上に掲載するので、質問の有無に関わらず

確認のこと。 

 

１３ 評価の手続及び契約候補者の特定 

提出された提案書等について、「令和８年度豊橋市建築行政 DX 推進業務プロポーザル評価委員

会」において以下のように評価を実施し、最も優れている提案者を契約候補者として特定し、契

約締結に向けた手続を行う。 

 

（１）審査（書面審査、プレゼンテーション・ヒアリング審査） 

日程は令和８年６月 22 日（月）を予定しているが、日程等変更がある場合は別途通知す

る。また、出席者は２名以内（うち１人は業務を中心的に担当する者が望ましい。）とし、

プレゼンテーション・ヒアリング時間は一者あたり 25分程度（説明 15分、質疑 10 分程度）

を予定している。詳細については、後日別途通知する。 

（２）評価基準 

別添「審査項目及び評価基準」による。 

（３） 契約候補者の特定 

ア 提出された提案書等を審査し、最も優れている提案者を契約候補者として、契約締結に向

けた手続を行う。 

イ 提案者が一者であっても、本プロポーザルは成立するものとするが、評価の結果、最低基

準点以上の点数を得られなかった場合は、契約候補者として特定しない。 

ウ 評価委員会各委員の持ち点（150点）を合算した値（満点）の５割を最低基準点とし、各 

委員の評価点を合算した値が最低基準点に満たない者は、契約候補者として特定しない。 

エ 契約候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位の者（最低基準点を満たしている者

に限る。）を新たな契約候補者として、契約の手続を行うものとする。 

オ 各委員の合算した評価点が同点だった場合は、審査項目の「テーマ２」において評価が高

い提案書を優先とし、その項目も同点だった場合は、評価基準の各得点を参考に評価委員の

合議により優先者を決定する。 

 

１４ 評価結果に関する事項 

 （１）結果通知書 



 

契約候補者として、特定をした又は特定しなかった旨を書面「結果通知書（様式６）」によ

り通知する。 

（２）評価結果の公表 

契約候補者として特定された事業者及び特定理由については、特定後に「令和８年度豊橋市

建築行政 DX 推進業務のプロポーザル契約候補者の特定について（様式７）」を豊橋市建設部建

築指導課内において配置し、これを閲覧させること及び３の担当部局ホームページにおいて公

表する。 

（３）非特定理由についての説明の請求 

特定されなかった者は、書面により非特定理由についての説明を求めることができる。 

（４）非特定理由についての説明の請求先 

３ に同じ 

（５）請求期間 

通知をした日の翌日から起算して５日（土・日曜日、祝日を含まない。）以内の午前９時か

ら午後５時までとする。 

（６）回答 

非特定理由についての説明の請求に対する回答は、請求期間の最終日の翌日から起算して５

日以内に書面により行う。 

 

１５ 無効となる提案等 

次に該当する提案は、無効とする。 

（１）実施要領に示した提案資格を有しない者の提案 

（２）提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

（３）実施要領に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

（４）見積金額が契約上限金額を超える提案 

（５）評価の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

 

１６ 契約の締結 

（１）本プロポーザルによって契約候補者を特定し、当該業務に係る見積書徴取の相手方とする。 

（２）契約条項及び業務仕様は、特定した契約候補者の提案書による提案内容について契約上限金

額の範囲内で協議し、確定するものとする。 

（３）契約候補者が契約締結までに次のいずれかにより契約が不可能となった場合は、次点の者か

ら順に繰り上がるものとする。 

ア 「２ プロポーザルに参加する者に必要な資格並びに業務実施上の条件」に記載した要件

のいずれかを満たさなくなったとき 

イ 提案資格または提案内容が無効となったとき 

ウ その他事故等の特別な事由により契約が不可能と認められるとき 

 

１７ その他  

 （１）参加意向申出書を提出後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式８）を郵送により速やかに

提出すること。 



 

（２）プロポーザルに係るすべての費用は、提案者の負担とする。  

（３）提出後の参加意向申出書及び提案書等の修正、差し替え、追加、削除又は変更は、認めない

ものとする。 

（４）電子メール等の通信事故について、豊橋市は一切の責任を負わないものとする。 

（５）契約候補者を特定した結果を通知した日から契約締結の日までの期間において、契約候補者

となった者が「豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措

置を受けた場合は、契約を締結しないものとする。なお、この場合、豊橋市は一切の損害賠償

の責を負わない。 

（６）契約の履行にあたり、妨害又は不当要求を受けた場合は、発注者に報告するとともに警察

へ被害届を提出すること。これを怠った場合は、契約の相手方としない措置を講じることが

ある。 

（７）本プロポーザルの手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標

準時及び計量法（平成 4年法律第 51 号）によるものとする。 


